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JAにいがた南蒲ポイントカード

POINT  CARD

交換

会員募集中!!
総合ポイント制度ス

タート!!
総合ポイント制度ス

タート!!
平成24年２月

１日から
JA利用でポイントが貯まる!!

入会金
年会費
無料!!

JAにいがた南蒲
ポイント制度会員に
加入すると……。

詳しくは、お近くのJAにいがた南蒲各支店窓口へ。

〒955-0046　新潟県三条市興野３丁目10番７号
TEL.0256-36-5200 FAX.0256-36-5201
http://www.ja-niigatanankan.or.jp

○会員カード…３つのタイプから選べます ○会員資格

○有効期限

※ポイントＪＡカードの場合は、発行者である三菱ＵＦＪニコス株式会社が定める年会費が別途必
要となります。但し、『携帯電話料金をＪＡカード支払いとする』等で年会費無料となります。
詳しくは支店窓口に設置の『ＪＡカードパンフレット』をご覧ください。

ポイントＪＡカード
（クレジットカード機能付き）

ポイントＪＡカード
（クレジット・キャッシュカード機能付き） ポイントカード

ポイントの有効期限は、ポイントが付与された月から
2年を経過して最初に訪れる1月31日までとし、それ
以降は失効します。
（例：平成24年３月に付与されたポイントの有効期
限は平成27年1月31日まで。）

●18歳以上の個人の方
　（※未成年は保護者の同意が必要です。）

●当JA農業生産組織連絡協議会に加入している法人・団
体、及び農業生産法人で当JAの組合員資格を有するもの

○入会方法
所定の入会申込書に必要事項を記入し、お申し込みいただ
きます。

利用利用
ＪＡの各種事業をご利用いただ
くと、ポイントがつきます。

ＪＡ事業を

するする

事業ごとに毎月、
自動的に付与し、
ポイントを合算し
ていきます。

貯貯まるまる
交換
ポイントを

するする

購買（肥料・農薬など）

年金受取

組合員

JAカード

ポイント交換コース

キャッシュバックコース

ポイントが

貯まったポイントを交換できます。

あなたもわたしも

“南蒲産”の
　　　　おいしさをもっと。



JAにいがた南蒲
総合ポイント制度
JAにいがた南蒲
総合ポイント制度

ポイント付与基準表

ポイント還元基準表

ご入会手続き方法

●ご利用に応じて、自動でポイントが貯まります
※平成24年2月と3月のご利用に対するポイントは、4月20日頃に2ケ月分まとめて付与されます。

●貯まったポイントの交換方法は、次の２コースから選べます

事業 ポイント付与項目 付与回数 基準金額等 付与ポイント 付与時期
（予定）組合員 員外

信用

給与振込 毎月 給与振込のある月ごとに 5 3

翌月20日頃年金受取 毎月 年金振込のある月ごとに 10 5
ＪＡカード利用 毎月 カード決済のある月ごとに 15 10
ＪＡカード発行 1回 新規発行時 200 100

購買

肥料 毎月 1回の購入金額  500円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
農薬 毎月 1回の購入金額  500円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
生産資材 毎月 1回の購入金額  500円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
飼料 毎月 1回の購入金額1,000円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
農業機械 毎月 1回の購入金額1,000円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
食品 毎月 1回の購入金額1,000円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
自動車 毎月 1回の購入金額1,000円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃
生活資材 毎月 1回の購入金額1,000円（税込）ごとに 1 1 翌月20日頃

販売 こだわり米等出荷数量 年1回 30ｋｇ紙袋で１袋出荷につき 10 - 1月

組織

組合員（出資金有無） 年1回 組合員資格を有する方 200 - 3月
特別資格（青年部・女性部） 年1回 部員資格を有する方 50 50 6月
組合員加入（組合員外の方） 1回 新規加入時（出資金5,000円以上） - 300 翌月20日頃
お楽しみポイントプレゼント 年2回 自動抽選で各回50名当選 5,000 5,000 8月と1月

その他 日本農業新聞 毎月 購読者 8 8 翌月20日頃
家の光・地上・ちゃぐりん 毎月 購読者 8 8 翌月20日頃

※１　�ここでの「組合員」とは、正組合員・准組合員ご本人様のみを指します。組合員家族の方は「員外」となります。組合員への加入に関しまして
は、各支店へお問い合わせください。

※２　�購買事業に対するポイントは、会員ご本人様の取引先コードを用いてお買い上げいただいた場合に、ポイント付与の対象となります。
※３　購買代金の支払いが滞った場合は、購買事業に対するポイントは付与されません。
※４　�累計ポイントは当ＪＡ各支店または本店で確認することができます。その際は会員ご本人様がポイントカードをご持参願います。
※５　�ポイントの有効期限は、ポイントが付与された月から2年を経過して最初に訪れる1月31日までとし、それ以降は失効します。（例：平成24年3月

に付与されたポイントの有効期限は平成27年1月31日まで。）
※６　『ポイント付与基準』の内容は、予告なく変更される場合があります。

（1ポイント＝1円で換算）
コース名 交換内容

①　キャッシュバックコース 200ポイント貯まるごとに、当JAのご本人口座へ自動的に200円入金されます。
（口座の無い方は新規開設が必要です。）

②　ポイント交換コース 200ポイント貯まるごとに、三菱UFJニコスわいわいポイント40ポイントに自動的に交
換されます。（JAカードをお持ちの方のみ対象となります。）

※１　コースは、総合ポイント制度会員加入申込時にお選びください。
※２　�三菱ＵＦＪニコスわいわいポイントをにいがた南蒲ポイントに交換することもできます（ただし、キャッシュバックコースを選んだ方に限りま

す）。その際は、会員ご自身で三菱ＵＦＪニコスへ申請手続をしていただく必要があります。詳しくは各支店にお問い合わせください。	

JAカードを新規でお申込みの場合

①入会申込書に記入します
　入会申込書は、各支店に備え置きしてあります。
②支店窓口に提出します
③会員登録を手続します(※1）

④カードを発行します(※2）

すでにJAカードをお持ちの方の場合

①切替再発行届に記入します
　用紙は、各支店に備え置きしてあります。
②支店窓口に提出します
③会員登録を手続します(※1）

④カードを発行します(※2）

ポイントカードでお申込みの場合

①入会申込書に記入します
　入会申込書は、各支店に備え置きしてあります。
②支店窓口に提出します
③カードを発行します(※3）

④会員登録を手続します(※1）

※１　お申込みいただいてから会員登録が完了するまで数日かかる場合があります。
※２　JAカードは、お申込みから約１ヵ月程度でご本人様に郵送されます。
※３　ポイントカードは、お申込みと同時に発行されます。

組合員にご加入い
ただくと、

毎年「組合員ポイ
ント」が付

与されます。農家
でなくても

准組合員に加入
できますの

で、組合員加入を
おすすめし

ます！


